
様式２（第３関係）

－ －

（ （ （ )

( )

● ● ●国 ％●県 ％● ％○ ％

( )

( 年 月 〈当初計画時

増    減再々評価時

62 0

事業主体

地区名等

／

再評価時

馬淵川処理区

○ ●県

年度

㎞

年度〉)

汚水管渠延長

公共事業再評価調書

0

toshikei

○

ha

平成

再評価実施要件

35～31.5

年度

15.0～13.5

年度

県単独 財源・負担区分 50～55

六戸町

市町村 その他

主な内容

０１７ ７３４ ９６８８

Ｈ20－23－2

担当部課名 県土整備部
電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ
都市計画課

１　事業概要

事 業 名

事業種別 下水道事業

馬淵川流域関連公共下水道

事業方法

終了予定年度

国庫補助

用地着手昭和 62採択年度

32 平成

昭和 62平成 年度 工事着手

工期変更 平成

事業目的

六戸町における流域関連公共下水道の馬淵処理区を対象に下水道の整備を行い、都市の健全な発達及び公衆衛生の向
上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図ることを目的としている。

7,250

（１／３）

市町村名

＠pref.aomori.lg.jp

整理番号

○ その他

その他市町村 ○

● 再評価後

0 ha

人

㎞

399 ha

人

㎞62

年）未着工 ○ 10長期継続 年）

区                 分

汚水処理区域面積

汚水処理人口 人

399

7,250

百万円
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２　評価指標及び項目別評価

主要工種
毎割合

（面整備）

管渠　　（7,933百万) 91.1

［④／⑥］

200

［③／⑤］

0

年次計画に対する進捗

0 0

0

0

5,689 7,933

0

合　　計

7,9331,690

２１年度～

事業実施にあたっては阻害要因はなく順調に進捗している。

説    明

事業効果

問題点・
解決見込み

計画全体に対する事業費割合の進捗は71.7%であり、平成32年度完成にむけて概ね順調に事業が進捗している。

事 業 費

事業の進捗状況

0

144

（単位：百万円）○再評価時総事業費

2,244

〈　年　月変更〉

Ａ Ｂ Ｃ

［④／②］

71.7

（うち用地費）

実　　　績

6,243

小　計２０年度１９年度１８年度

　

（うち用地費）

（１）　事業の進捗状況

0

1105,316 119

91.1 ［③／①］

平成6年4月から一部下水道の利用が可能となり接続率も６９．１％であり事業効果が発現されている。

（うち用地費）

事　業　費　割　合

計　　　画

0

計画全体に対する進捗

0

7,933

～１７年度

0

事業効果
発現状況



・ ・

【全国の評価】

Ｂ

適 時 性

Ａ

整理番号

【県内の評価】

Ｃ

　下水道整備は、計画時も現在においても、地域の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全のため、当
地区において必要である。

必 要 性

a  ． b 
地 元 の

推進体制等

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

当地区にお
ける評価

　町村の下水道普及率が都市に比べ大幅に低く、整備要望
が高い。
[県内普及率：49.7％（Ｈ18年度末）、全国33位、東北4
位]
[うち市部　　普及率：57.9％（Ｈ18年度末）]
[うち町村部　普及率：23.7％（Ｈ18年度末）]

　下水道は、欠くことのできない都市の基盤整備であり、
国家が国民に保障する最低限の生活水準（ナショナル・ミ
ニマム）として認識が定着している。
[全国下水道普及率：70.5％（Ｈ18年度末）]

下水道事業の促進のために「馬淵川流域下水道事業連絡協議会」が発足しており、事業の支援体制が整っ
ている。

（２／３）

下水道事業は都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するライフライン事業であり、早期に事業効果
を発現することが求められることから適時性が高い事業である。

a  ． b 

平成18年度末における六戸町の下水道普及率は35.8%であり、全国の下水道普及率に比べ大幅に低く、下水道整備促進
が望まれている。

a  ． b 

（２）　社会経済情勢の変化

Ｈ20－23－2

・ ・

百万円

（１）周辺環境の改善効果

（４）

百万円

百万円

流域分担

用地費（４）

（５）

区  分 主  な  項  目 再評価時 再々評価時

維持管理費 百万円

（２） 0

（３）

百万円

費用項目
（Ｃ）

（１）管渠建設費

総 費 用

百万円

－

-           

百万円

（３） 百万円

-           

百万円

百万円百万円

百万円

百万円

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

ポンプ場建設費

百万円

（２）居住環境の改善効果 6,400 百万円

百万円

百万円

効 率 性

百万円

8,778

20,027

百万円

0

181

百万円 13,977      

Ｂ ／ Ｃ

（５）

総 便 益

便益項目
（Ｂ）

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

百万円

5,018

計画時との比較

費用対効果分析（Ｂ／Ｃ）にて事業効果を評価しながら効率的に事業を行っているほかに、本事業を実施することに
より、公共用水域の水質保全が図られ、水質環境基準の達成・維持にも寄与している効果の高い事業である。

百万円

（３）　費用対効果分析の要因変化 Ａ

-           

百万円

百万円

百万円

百万円

Ｂ

百万円

増　　減

Ｃ

b

百万円

百万円

百万円

百万円百万円

-           百万円 26,427      

a  ． b 

1.89

「下水道事業における費用対効果分析マニュアル（案）」（平成18年11月（社）日本下水道協会）の現在
価値比較法により、費用を時系列的に把握して分析を行っている。

【計画時との比較における要因変化】

百万円

百万円

百万円

計画時との比較 a  ． b
再評価時には、国の事業採択要件で検討事項がなかったため、費用効果分析は行っていない。



・ ・

・ ・

（１）対応状況 ●配慮している ○配慮していない

（２）区　分

○ 農林地等の緑地や植生の改変 ● 地形や地盤の改変 ○ 水系や水辺の変更

海域環境 変更 敷地整備段階 重機 使用 土砂等 搬出 搬

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

（３／３）

代 替 案

【代替案の検討状況】

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況

コスト縮減

a  ． b 

Ｂ

Ｈ20－23－2

４市町が個々に下水道整備を行う場合と４市町一体として下水道整備を行う場合を比較し、経済的に有利
となる事から流域下水道事業の関連公共下水道事業として整備を行っている。

　管渠工事において、①マンホール間隔を当初計画より長くし、マンホールの個所数を削減、②小型マン
ホールを使用し、コストの縮減を図った。また、管渠工事において再生砕石等を使用しコストの縮減を
図っている。

Ａ

【コスト縮減の検討状況】

a  ． b 

整理番号

Ｃ

【住民ニーズ・意見】

議会、事業に係る地権者及び地域住民から事業の推
進について要望されている。

事業着手前に住民アンケートの実施、下水道工事
説明会の開催、受益者負担金の賦課・徴収、水洗
化の相談などを通じ、住民との接触機会を多くし
ている。

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】

ＢＡ

a  ． b 

Ｃ

○ 海域環境の変更 ● 敷地整備段階での重機の使用 ● 土砂等の搬出・搬入

● 廃棄物処理等 ○ ● 基礎や地下建造物の建設

○ 低層建築物の建設 ○ 高架構造物の建設 ○

（３）対応内容

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）●

道路(車歩道),雨水排水路の設置

海底・海中建造物の設置や建設

計画変更 ○ 中止

環境影響
への配慮

○

○

○

総合評価

（附帯意見がある場合に記載）

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）

○継続 計画変更

４　公共事業再評価審議委員会意見

３　対応方針（事業実施主体案）

地域の立地特性

備    考

全ての項目がＡ評価である他、下水道は最低限の生活水準を住民に保証する欠くことのできない都市の基盤施設であ
り、地域住民からの整備促進に対する要望が非常に強いことから着実に事業を推進し、早期に事業効果発現を図る必
要がある。したがって、対応方針を「継続」とした。評価理由

対応方針（案）どおり

附帯意見

○

委員会意見

  地形や地盤の改変に係る環境配慮の観点から浅層埋設等掘削深をできるだけ低減し、湧水の排除・遮断
に注意、建込簡易土留により地盤の安定を図っている。
　敷地整備段階での重機の使用に係る環境配慮の観点から低騒音・防振機器の活用に努めるほか、散水等
による土ぼこりの発生を防止し、廃油等の流出防止をしている。
　基礎や地下建造物の建設に係る環境配慮の観点から地盤の振動や沈下、液状化等に伴うライフラインの
分断などによる災害の未然防止に努める。

中止

継続

○

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

対応方針（案）を修正すべき

委員会評価

○○

本下水道区域である馬淵川左岸、五戸川、奥入瀬川および八戸港沿岸は、東北の代表的な臨海工業と全国有数の水産
業産業が発展したことに伴い、都市域が拡大した地域であることから、水質保全及び地域住民の生活環境の改善が必
要な地域である。

a  ． b 

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）

評価理由


